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防衛省の品質管理に適用する仕様書の見直しについて防衛省の品質管理に適用する仕様書の見直しについて

1．背景

防衛省は、品質管理の共通仕様書として、

品質管理適用仕様書（DSP Z 9000B（1））、品

質保証共通仕様書（DSP Z 9001）、品質管理

共通仕様書（DSP Z 9002）、検査制度共通仕

様書（DSP Z 9003）及び品質マネジメントシ

ステム－要求事項共通仕様書（DSP Z 9007）

（以下「品質管理適用仕様書等」という。）を

昭和57年末に制定した。制定以降、国内外の

関連規格が改定されるたびに、当該仕様書も

部分的な改定を繰り返し、それらに対応して

きた。

近年、国際的な品質管理の規格に関する活

動が活発になり、航空宇宙分野においては、

JIS Q 9100が国際規格IAQG 9100と連動して改

定を繰り返し、更に洗練されつつある。特に、

IAQG 9100の2008年度版では、航空宇宙から

防衛関係の陸・海関係分野にまで適用範囲を

拡大したいとの意向のもと、標題に航空宇宙

に加えて防衛分野の文言が追加された。

本年度、防衛省においても、これまで用い

てきた品質管理適用仕様書等をこうした動向

も見据えつつ全面的に見直したいとして、当

該仕様書の見直しのための調査作業を請負事

業として公募した。

工業会は、当該仕様書の原案を作成した実

績があることから、これに応募して事業を担

当することになった。工業会は、IAQG

（International Aerospace Quality Group）に対応

する我が国の組織としてあるJAQG（Japan

Aerospace Quality Group）の事務局を努めてい

ることから、JIS Q 9100をベースとして見直

し調査作業を行うのに適していると判断し、

今回の作業に臨んだ。

2．調査の概要

今回の見直し調査に当たって、防衛省から

出された要求事項は以下のとおりである。

ａ）以下の留意事項を考慮し、品質管理適用

仕様書等を見直し、当該仕様書を統一する

ための問題点の抽出及び最善の統一法を検

討して報告すること。

（留意事項）

ア）契約の相手方が、仕様書の内容をたや

すく理解できるような内容とし、難解な

表現をあらため、関係者間で誤解を生じ

ないような構成及び内容とする。

イ）統一する仕様書の内容は、JIS Q 9100

を基本とすることとし、JIS Q 9100だけ

では、防衛省の要求事項を全て満足させ

ることができない場合には、仕様書で別

途補完しなければならない項目を、もれ

なくかつ具体的に記載し、防衛省として

の要求を完全に満足させる内容とする。

ウ）現在の品質管理及び品質保証の世界的

な動向（JIS Q 9001、JIS Q 9100の改正等）

を反映し、将来的な動向も反映した内容

とする。

ｂ）新たな品質管理適用共通仕様書の大部分

をJIS Q 9100に基づくとした場合、当該JIS

の認証を取得していない契約の相手方が、

防衛省の要求する項目を全て満足させるた

現在、防衛省では、品質管理に適用する仕様書の見直しを計画している。本年度は見
直しの原案を検討するとして作業の公募があった。工業会は現在通用している仕様書（案）
を作成した経緯もあり、これに応札し実施することになった。その成果はすでに防衛省
に報告済みであり、ここでは、その概要を報告する。
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めには、どのような方法を用いることが良

いか、監督・検査方法等を含めた検討をし、

最善の方策を検討して報告すること。

ｃ）品質管理適用仕様書等において要求され

ている項目の中で、仕様書で要求するべき

項目でない項目があれば、その理由を付し

て当該項目を抽出する。また、仕様書から

当該項目を削除した場合、当該項目を引き

続き担保するためには、どのような方法を

用いることが良いか。そのために必要な措

置を検討し、最善の方策を検討して報告す

ること。

3．調査体制

（1）本調査については、以下の体制で実施した。

（2）なお、調査の段階で工業会会員の二十数

社にアンケートの形で意見を聴取し、これ

も調査報告に反映した。ご協力頂いた会員

会社は次のとおりである。

➣イーグル工業㈱、㈱石川製作所、エーピ

ーシーエアロスペシャリティ㈱、尾張精

機㈱、小糸製作所㈱、櫻護謨㈱、㈱ジー

エスユアサテクノロジー、㈱湘南精機、

相互発條㈱、ダイキン工業㈱、㈱寺内製

作所、東芝電波プロダクツ㈱、日本アビ

オニクス㈱、日本特殊陶業㈱、日本ポー

ル㈱、日油㈱、富士精工㈱、㈱フジワラ、

古河電池㈱、古野電気㈱、メイラ㈱、横

河電子機器㈱

事 務 局  
（SJAC） 

ワーキンググループ 

検討委員会 

委員；4重工品証部課長クラス 
　　　あるいは実務者レベル 

委員長；東京大学 青木教授 
委　員；4重工（MHI、KHI、FHI、IHI）品証部長クラス 
　　　　＋（島津、ナブテスコ、三菱電機、住精）品証部長クラス 
オブザーバ；防衛省関連部署 

マイルストーン 

作　業 

20／8 9 10 11 12 21／1

事前調整 

委員会等 
設　定 

作業計画 

要求事項a）､c）検討 

要求事項b）検討 

報告書等作成 

▲#1WG（10/8） ▲#2WG（11/20） 
△#2審査（12/19） 

△#1審査（12/2） △納入（1/9） 

▲#3WG（12/10） 
▲#1委員会（10/20） ▲#2委員会（12/16） 

4．調査日程

調査は以下のような日程で実施した。
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適用リスト 

1．基本要求 
　　¡ JISQ9100全体呼び出し 
　　　  （・・・JISQ9100を基本とする。） 
 
2．DSPZ独自要求 
　　¡ JISQ9100の補完要求として記述 
　　　  （例） 
　　　　・「組織・・・」 
　　　　・「品質コスト・・・」 
　　　　・「再審・・・」 
　　　　　　　　・ 
　　　　　　　　・ 
　　　　　　　　・ 

＋ 
➣製品・特性別に適用項目（箇所）を 
　リスト化したもの 

5．調査結果

（1）調査結果を、2項の各事項についてまと

めた（表1参照）。新たな品質管理適用共通

仕様書については、以下のような提案を行

なった。

➣新たな共通仕様書は、JIS Q 9100を基準

に、現行の品質管理適用仕様書等に要求

がありJIS Q 9100には要求のない項目を

追加要求とし、適用クラス（製品群）ご

とにこれらの要求項目の選択を明確にし

たリストを付帯したものとする（図1参

照）。

図1 提案した防衛省仕様書「品質管理に適用する仕様書」の原案イメージ
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表
1
調
査
結
果
概
要

1

番
号
 

調
査
・
検
討
項
目
 

調
査
・
検
討
結
果
 

備
　
考
 

JI
S
Q
9
1
0
0

及
び
世
界
動

向
調
査
 

品
質
管
理
適

用
仕
様
書
問

題
点
調
査
 

統
一
化
に
関

す
る
問
題
点

調
査
と
統
一

方
法
検
討
 

JI
SQ
91
00
内
容
調
査

（
目
次
等
） 

現
在
有
効
で
あ
る
最
新
の
規
定
は
JI
SQ
91
00
：
20
04
で
あ
る
。
JI
SQ
91
00
は
JI
SQ
90
01（
IS
O
90
01
）

規
格
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
要
求
事
項
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
、航
空
宇
宙
産
業
の
固
有
な

要
求
を
追
加
規
定
し
た
も
の
で
、記
述
で
は
追
加
規
定
し
た
も
の
を
斜
体
字
で
記
述
し
て
い
る
。
 

J
I
S
Q
9
1
0
0
と

D
SP
Z9
00
0等
比
較

（
JI
SQ
91
00
基
準
） 

IS
O
/A
S等
品
証
規
格

動
向
調
査（
今
後
予

想
さ
れ
る
改
定
） 

D
S
P
Z
90
00
等
構
成

上
の
問
題
点
等
抽
出
 

D
S
P
Z
90
00
等
記
述

上
の
問
題
点
等
抽
出
 

JI
SQ
91
00
基
準
に
お

け
る
補
完
項
目
検
討
 

統
一
方
法
と
補
完
項

目
の
挿
入
方
法
の
検

討
 

JI
SQ
91
00
は
、具
体
的
現
行
要
求
規
格
で
あ
る
D
SP
Z9
00
1～
90
03
の
各
項
を
ほ
と
ん
ど
網
羅
し
て
い
る
が
、

以
下
の
項
目
は
不
足
し
て
い
る
。 

＊
品
質
に
関
す
る
コ
スト
（
本
要
求
は
品
質
要
求
に
該
当
し
な
い
と
考
え
て
い
る
） 

＊
事
前
審
査
 

＊
再
審
委
員
会
の
組
織
 

＊
再
審
委
員
会
の
任
務
 

＊
官
給
品
の
管
理
 

＊
貸
付
品
・
寄
託
品
の
管
理
 

＊
同
じ
仕
様
で
あ
る
は
ず
の
も
の
に
複
数
の
ス
ペ
ッ
ク
が
並
存
し
て
お
り
、解
釈
に
困
る
場
合
が
あ
る
。（
少
な

くと
も
製
品
類
別
ご
と
に
、一
つ
と
す
べ
き
） 

＊
JI
SQ
91
00
あ
る
い
は
JI
SQ
90
01
の
認
証
を
取
得
し
て
い
る
場
合
の
要
求
項
目
が
分
か
り
辛
い
構
成
と
な

っ
て
い
る
。（
章
立
て
は
、統
一
す
る
の
で
あ
れ
ば
JI
SQ
91
00
／
JI
SQ
90
01
と
合
っ
て
い
た
方
が
よ
い
） 

＊
解
説
は
本
来
要
求
と
は
異
な
る
は
ず
で
あ
り
、要
求
で
あ
れ
ば
文
中
に
、要
求
で
な
け
れ
ば
別
冊
と
す
べ
き
。 

D
SP
Z
90
01
の
以
下
の
項
で
、記
述
が
不
明
確
、あ
る
い
は
品
管
仕
様
書
に
は
馴
染
ま
な
い
項
目
等
と
の

指
摘
が
あ
っ
た
。 

（
全
般
：
監
督
・
検
査
）、（
2．
1．
4項
　
記
録
）、（
2．
1．
6項
　
品
質
に
関
す
る
コ
スト
）、（
2．
3（
1）
項
　
測
定

器
等
及
び
操
作
員
の
供
与
）、（
2．
6．
4項
　
事
前
審
査
／
2．
6．
7項
　
再
審
委
員
会
の
実
施
）、（
解
説
） 

な
お
、J
IS
Q
91
00
を
ベ
ー
ス
と
す
る
と（
2．
2項
　
図
面
・
設
計
変
更
の
管
理
）の
記
述
が
一
般
部
品
に
は

厳
し
い
く
な
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。 

JI
SQ
91
00
と
D
SP
Z9
00
0等
比
較（
JI
SQ
91
00
基
準
）で
記
述
し
た
と
お
り
。 

JI
SQ
91
00
を
基
準
に
前
項
の
補
完
項
目
を
後
述
し
、こ
れ
に
製
品
群
と
適
用
項
目
を
リ
ス
ト
に
し
た
も
の
を

統
一
共
通
仕
様
書
と
す
る
案
を
推
奨
す
る
。 

JI
SQ
91
00
改
正
原
案
作
成

委
員
会
で
は
JI
SQ
91
00
改

正
原
案（
JA
Q
G
で
検
討
）

に
つ
い
て
審
議
。
経
済
産
業

大
臣
に
改
正
を
申
し
出
る
こ

と
を
決
議
。
予
定
で
は
改
訂

版
が
平
成
21
年
5月
に
発
行

予
定
。
 

た
だ
し
、そ
の
他
の
案
に
つ

い
て
も
課
題
が
多
く
、官
側
で

の
評
価
項
目
を
加
え
て
最
終

決
定
が
必
要
。
 

な
お
、左
記
統
一
案
に
も
課

題
が
多
く
、検
討
が
必
要
。
 

IA
Q
G（
In
te
rn
at
io
na
l 
A
er
os
pa
ce
 Q
ua
lit
y 
G
ro
up
）に
よ
り
改
定
さ
れ
る
予
定
の
IA
Q
G
91
00
：
20
08
版

を
基
準
に
各
国
航
空
宇
宙
関
連
規
格
を
改
訂
し
よ
う
と
し
て
い
る
。前
規
格
か
ら
の
改
定
は
、以
下
の
目
的
、

及
び
追
加
要
求
の
盛
り
込
み
と
な
っ
て
い
る
。 

（
目
的
） 

＊
IS
O
90
01
：
20
08
変
更
事
項
の
取
り
込
み
 

＊
陸
海
ベ
ー
ス
の
シ
ス
テ
ム
を
含
む
、防
衛
関
連
産
業
へ
の
適
用
拡
大
 

＊
IA
Q
G
戦
略
的
目
標
で
あ
る
{O
n-
Ti
m
e,
O
n-
Q
ua
lit
y 
D
el
iv
er
ry
}へ
の
整
合
 

（
追
加
要
求
） 

＊
製
品
の
適
合
性
と
オ
ン
タ
イ
ム・
デ
リ
バ
リ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
測
定
 

＊
製
品
実
現
の
計
画
へ
の
追
加
事
項（
プ
ロ
ジ
ェ
クト
マ
ネ
ジ
メ
ント
、リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ント
  等
） 

そ
の
他
、新
し
い
用
語
と
し
て「
特
別
要
求
事
項
」、
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
ア
イ
テ
ム
」が
追
加
 

要
求
事
項
 a
） 
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2

JI
S
Q
9
1
0
0

認
証
未
取
得

者
へ
の
対
応

検
討
 

監
督
・
検
査

方
法
検
討
 

品
管
適
用
仕
様

書
等
要
求
削
除

項
目
調
査
及
び

担
保
処
置
へ
の

対
応
検
討
 

JI
S
91
00
認
証
取
得

状
況
調
査
 

JA
Q
G
で
把
握
し
て
い
る
認
証
取
得
事
業
所
は
、2
16
事
業
所（
H
20
．1
1時
点
）で
あ
り
、工
業
会
会
員
の

中
で
も
中
小
企
業
に
属
す
る
会
社
に
お
い
て
も
取
得
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
相
当
数
あ
る
。 

認
証
未
取
得
者
調
査
 

認
証
未
取
得
者
の
対

応
検
討
 

JI
SQ
91
00
認
証
未
取

得
場
合
の
監
督
・
検

査
方
法
の
課
題
調
査
 

JI
SQ
91
00
認
証
取
得

場
合
の
監
督
・
検
査
方

法
現
状
課
題
調
査
 

JI
SQ
91
00
を
認
証
取
得
し
て
い
な
い
防
衛
省
と
取
引
の
あ
る
事
業
所
は
16
0事
業
所
あ
り
、そ
の
う
ち
、

JI
SQ
90
01
は
認
証
取
得
し
て
い
る
事
業
所
は
13
2事
業
所
で
、J
IS
の
認
証
を
取
得
し
て
い
な
い
事
業
所
は

27
事
業
所
と
少
な
い
。 

JI
SQ
91
00
の
認
証
を
取
得
し
て
い
る
場
合
に
は
以
前
に
比
べ
て
監
督
検
査
の
機
会
は
確
実
に
減
少
し
て

い
る
が
、更
に
第
3者
機
関
の
結
果
を
活
用
し
て
効
率
化
し
て
欲
し
い
と
の
意
見
が
多
い
。 

従
来
と
変
わ
ら
な
い
方
法
を
と
っ
て
い
る
た
め
、特
に
課
題
が
あ
る
と
の
認
識
は
な
い
が
、製
品
品
質
に
よ
る

機
会
の
調
整
は
お
願
い
し
た
い
と
の
意
見
が
あ
る
。 

課
題
に
対
す
る
対
応

と
新
た
な
監
督
検
査

方
法
検
討
 

現
状
仕
様
書
要
求
項

目
で
仕
様
書
非
適
合

項
目
抽
出（
理
由
含
め
） 

JI
SQ
91
00
の
認
証
を
取
得
し
て
い
れ
ば
、第
3者
機
関
の
監
督
検
査
結
果
を
十
分
活
用
し
、そ
の
後
の

製
品
不
具
合
の
発
生
頻
度
に
よ
り
、官
の
監
督
・
検
査
頻
度
を
年
度
ご
と
に
考
慮
す
る
方
法
を
提
案
す
る
。
 

な
お
、J
IS
Q
91
00（
90
01
）の
認
証
未
取
得
社
に
対
し
て
は
、防
衛
省
が
独
自
に
認
証
を
与
え
る
制
度
を

設
け
、そ
の
認
証
を
以
っ
て
、同
様
の
監
督
・
検
査
方
法
を
適
用
す
る
。
 

（
2．
1．
6項
　
製
品
コ
スト
）に
関
し
て
は
、品
質
管
理
要
求
に
は
馴
染
ま
な
い
の
で
、削
除
す
る
こ
と
を
提
案

す
る
。 

（
2．
3（
1）
項
　
測
定
器
等
及
び
操
作
員
の
供
与
）に
つ
い
て
は
、要
求
そ
の
も
の
は
品
質
要
求
に
は
馴
染

ま
な
い（
手
続
き
と
い
う
観
点
で
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
） 

上
記
項
目
削
除
時
の

担
保
方
法
の
検
討
  

上
記
に
つ
い
て
は
、特
に
担
保
は
必
要
な
い
。 

理
想
を
言
え
ば
、防
衛
省
が

JI
SQ
91
00
あ
る
い
は
90
01
を

取
得
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
の

が
望
ま
し
い
。
 

な
お
、監
督
検
査
方
法
を
刷

新
す
る
の
で
あ
れ
ば
、第
3者

機
関
の
監
査
結
果
、製
品

品
質
の
実
績
を
反
映
し
て
、

監
督
・
検
査
の
機
会
を
考
慮

す
る
方
法
を
提
案
す
る
。
 

JI
SQ
91
00
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、統
一
化
さ
れ
た
共
通
仕
様
書
の
中
で
、斜
体
字（
航
空
宇
宙

特
有
）を
適
用
外
と
す
る
適
用
リ
ス
ト
を
規
定
す
れ
ば
、J
IS
Q
90
01
で
対
応
で
き
る
と
考
え
る
。た
だ
し
、

JI
SQ
90
01
も
認
証
取
得
し
て
い
な
い
事
業
所
に
対
し
て
は
防
衛
省
は
独
自
に
認
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、防
衛
省
で
規
定
類
及
び
認
証
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
。
 

要
求
事
項
 b
） 

3
要
求
事
項
 c
） 
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（2）なお、調査報告においては、JIS Q 9100

の第3者認証を取得している場合の監督・

検査について、その頻度を考慮して頂く提

案も行なった。

6．今後について

本年度成果を踏まえて、来年度、防衛省に

おいて本格的な見直しを実施すると聞いてお

り、是非工業会で担当したいと考えている。

その際には、会員各社のご支援を頂きたい。

なお、防衛省の品質保証規格が基本的にJIS

Q 9100を基本とすることになれば、本事案は

防衛省のみならず、我が国航空宇宙業界全体

への影響も大きいと考えられ、それらの点に

関しては別途考察し報告する予定である。

最後に、今回の調査で貴重なご意見を頂い

た委員会委員長 東京大学 青木教授はじめ、

委員の方々、実際の検討をご担当頂いた三菱

重工業㈱、川崎重工業㈱、富士重工業㈱、㈱

ＩＨＩのワーキンググループメンバーの

方々、及びアンケートにご協力頂いた会員の

方々にお礼を申し上げる。

〔（社）日本航空宇宙工業会 調査部長　井手　龍一郎〕


